
所　　　　在　　　　地
（　住　居　表　示　）

千円 千円 ％

変動率

１　令和 5 年分土地評価基準額（案）

（１）県庁所在都市の最高標準宅地の評価基準額

2.6

(1平方メ－トル当たり)

秋田県 130 125 4.0

山形県 175 175 0.0

岩手県 ▲2.2

0.0
青森市新町1丁目13番4外

（新町1丁目13番4号）

3,390 2.4

盛岡市大通2丁目13番30外

（大通2丁目3番5号）

仙台市青葉区中央1丁目796番外

（中央1丁目9番33号）
3,470

秋田市中通2丁目35番

（中通2丁目8番1号）

山形市香澄町1丁目3番6

（香澄町1丁目3番12号）

福島市栄町26番21外

（栄町7番32号）

県名
令和
4年分

220 225

福島県 200 195

青森県 155 155

令和
5年分
（案）

宮城県


